
世 継 会 館 消 防 計 画 

 

１．総則 

（目的） 

第１条 この消防計画は、消防法第８条第１項に基づき、世継会館の防火管理に

ついての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、

被害の軽減を図ることを目的とする。 

（消防計画の適用範囲） 

第２条 この消防計画は世継会館に出入りするすべての者に適用する。 

（防火管理者) 

第３条 防火管理者は区長が推薦し区役員会で承認を受けた者とする。 

（防火管理者の権限および業務) 

第４条 防火管理者は、この消防計画についてすべての権限を有し、次の各号に

掲げる業務を行うものとする。 

 一 消防計画の検討および変更 

     二 消火、通報、避難訓練の計画と実施 

     三 建物等および消防用設備等の自主点検の実施および維持管理 

     四 消防用設備等の法定点検・整備および立ち合い 

     五 火気の使用および取り扱いに関する指導監督 

     六 その他防火管理上必要な事項 

（消防機関への報告、連絡） 

第５条 防火管理者は、次の事項について消防機関への報告、届出および連絡を

行うものとする。 

 一 消防計画の提出（改正の都度） 

     二 建物および諸設備の設置または変更時の事前連絡および法令に基づ

く諸手続き 

     三 消防用設備等の点検結果の報告 

     四 消防用設備等の点検および火災予防上必要な検査の指導の要請 

     五 教育訓練指導の要請および教育訓練の実施報告 

     六 その他法令に基づく報告および防火管理について必要な事項 

２．予防管理対策 

（予防管理組織） 

第６条 日常の火災予防および地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもと

に火元責任者ならびに建物、火気使用設備器具、ガス設備器具および消防

用設備等の点検検査をおこなう自主点検検査者を置く。 

２ 火元責任者は、世継区事務員とする。 

３ 自主点検検査者は世継区評議員のうち警備担当者をもって充てる。 
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（火元責任者の業務） 

第７条 火元責任者は次の業務を行うものとする。 

     一 世継会館の建物、火気使用設備器具、電気設備などの日常の維持管理 

     二 世継会館の消防用設備等の維持管理 

     三 地震時における火気使用設備器具の出火防止措置 

     四 防火管理者の補佐 

（自主点検検査の実施） 

第８条 自主点検は２ヶ月に１回以上実施するものとし、点検内容は別途定める

自主点検検査表によるものとする。 

（自主点検結果の記録と報告および不備欠陥等の整備） 

第９条 防火管理者は、自主点検検査の結果を「防火管理台帳」に記録するとと

もに、消防用設備等の点検結果については、１年に１回、所轄の消防署長

に報告しなければならない。 

      なお、建物等および消防用設備等に不備欠陥箇所があるときは。改善な

どについて区長に報告し、その改善促進を図るものとする。 

３．火災予防措置 

（火災予防上の遵守事項） 

第 10 条 火災予防のため、すべての者は、次の事項を遵守しなければならない。 

     一 火気使用設備器具等は使用前および使用後には必ず点検し、安全を確

認すること。 

     二 火気使用設備器具等の周囲の可燃物を取りのぞき、常に整理整頓して

おくこと。 

     三 廊下、階段、通路、出入口その他避難のための施設には、避難の妨害

となる設備を設けまたは物品を置かないこと。 

 四 消火設備の周辺に物品を放置したりして、その機能を妨げないこと。 

 五 世継会館からの退出時には灰皿、吸殻の始末を完全にすること。 

     六 その他、防火管理に関して防火管理者の指示を遵守すること。 

（防火管理者への連絡事項） 

第 11 条 次にあげる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防

火上必要な指示を受けなければならない。 

     一 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき 

     二 各種火気使用設備器具等を設置または変更するとき 

 三 その他防火管理上必要な事項 

４．自衛消防組織 

(自衛消防の組織と任務分担) 

  第 12 条 世継会館の自衛消防組織は、区長を自衛消防隊長とする。 

火災発生時の会館使用者または団体の責任者を自衛消防副隊長とし、

自衛消防副隊長は、119 番通報、付近の者への通報、初期消火、避難誘
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導をおこなう。 

 避難終了後は速やかに人員点呼をおこない自衛消防隊長に報告する。 

(自衛消防活動) 

  第 13 条 自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防用設備等の位置及び屋

外に通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、掲示しておくも

のとする。 

５．地震対策 

（地震予防措置） 

第 14 条 防火管理者および火元責任者は、地震時の災害を予防するため、自主

点検にあわせて次の事項を行う。 

     一 建物および建物に付随する施設（外壁、窓枠等）の落下等の検査およ

び補強措置の実施 

     二 世継会館内に陳列する物品の倒壊、転倒、落下防止の対策 

     三 備品、火気使用設備器具、ガス使用設備器具等の転倒、落下防止対策

の実施 

（地震時の活動） 

第 15 条 防火管理者および火元責任者は、地震時の出火防止の措置として、火

気使用設備器具を使用停止にするとともに、燃料の供給停止措置を行う

ものとする。 

（地震後の安全措置） 

第 16 条 火元責任者は地震後、建物、火気使用設備器具、ガス使用設備器具等

の点検を行い、防火管理者に報告し、その安全確認の後、使用を開始す

ること。 

６．訓練 

（訓練の実施） 

  第 17 条 防火管理者は、次にあげる訓練を実施するものとする。 

       ○ 通報、消火、避難誘導等の訓練を 1年に 1回行う。 

         必要に応じて消防機関の指導を要請する。 

７．防火管理業務の一部委託について 

  第 18 条 防火管理者は消防用設備点検業務を業者に委託できるものとする。 

       参考業者：奥山防災株式会社 彦根市平田町 185 電話 0749-22-6414 

８．その他 

第 19 条 この消防計画に定めるもののほか、必要な事項は防火管理者が区長と

相談の上、別に定める。 

 

附則 

この消防計画は、平成１７年４月１日から施行する。 
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世継会館避難経路図 
 

非難はしご 
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